
稲沢市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディ

スポーザ排水処理システム（以下「システム」という。）の適切な設

置及び維持管理が行われるよう、必要事項を定めるものとする。  

（用語の定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号

に定めるところによる。  

⑴  ディスポーザ  生ごみを破砕する装置をいう。  

⑵  システム  ディスポーザで粉砕した生ごみを含む排水を、排水処

理槽で処理してから公共下水道へ排除する機器の総体をいう。  

⑶  メ ー カ ー  シ ス テ ム に つ い て 次 条 第 １ 項 の 製 品 認 証 又 は 同 条 第

２項の適合評価を受けた者をいう。  

⑷  排水処理槽  

ア  生 物 処 理 タ イ プ  デ ィ ス ポ ー ザ か ら の 排 水 と 台 所 排 水 を 専 用

の排水管で排水し処理部へ搬送し、生物により処理し、処理水を

公共下水道へ排水するタイプをいう。  

イ  機 械 処 理 タ イ プ  デ ィ ス ポ ー ザ か ら の 排 水 と 台 所 排 水 を 機 械

的な装置によって処理し、処理水を公共下水道へ排水するタイプ

をいう。  

（設置機種）  

第 ３ 条  設 置 す る シ ス テ ム は 、 公 益 社 団 法 人 日 本 下 水 道 協 会 の 定 め る

「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準（案）」（平

成２５年３月）に基づき同協会の製品認証を受けたものであること。 



２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 市 長 が 設 置 に つ い て 適 当 で あ る と 判 断   

したものであること。  

（書類の提出）  

第４条  システムの設置を行おうとする者（以下「設置者」という。）

は、稲沢市下水道条例施行規則（平成１１年稲沢市規則第４７号）第

４条に規定する排水設備計画確認申請書の提出時に、第８条のシステ

ムに関する書類を提出するものとする。  

（維持管理に関する要請）  

第５条  設置者は、システムの維持管理に関して次の事項を遵守しなけ

ればならない。なお、設置者及びシステムを使用する者（以下「使用

者」という。）が異なる場合は、使用者が遵守しなければならない。  

⑴  システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託

契約を締結すること。  

⑵  システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持

管 理 業 者 が 実 施 す る 点 検 に 関 す る 記 録 等 維 持 管 理 に 関 す る 資 料 を

３年間保存するとともに、必要に応じその資料を提出すること。  

⑶  システムの適切な維持管理を確認するため、調査等の必要が生じ

る場合は、それに応じること。  

⑷  シ ス テ ム か ら 発 生 す る 汚 泥 の う ち 一 般 廃 棄 物 と し て 認 定 さ れ る

汚泥を収集、運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号）第７条に基づき許可された業者に委

託すること。  

⑸  システムの維持管理内容に変更が生じた場合は、その変更内容に

ついて書類を提出すること。  



⑹  システムを廃止する場合は、廃止届の提出を行うと共に排水処理

槽部及び破砕部等の撤去を行うこと。  

（使用者の引継）  

第６条  システムを有する建築物の譲渡等があった場合は、譲渡等を受

けた者がシステムの適切な維持管理を引き継ぐものとする。  

（メーカーに対する要請）  

第７条  メーカーは、次の事項を遵守しなければならない。  

⑴  システムの販売に当たり、使用者に対し、システムの維持管理に

つ い て 維 持 管 理 業 者 と の 維 持 管 理 業 務 委 託 の 締 結 が 必 要 で あ る こ

とを説明し、その理解を得ること。  

⑵  使用者に対し、第５条に規定する維持管理に関する要請に協力す

ることが必要であることを説明し、その理解を得ること。  

⑶  第５条に規定する維持管理に関する要請に協力すること。  

（システムに関する書類）  

第８条  排水設備計画確認申請書に併せ、設置者が提出するシステムに

関する書類は次に掲げるものをいう。  

⑴   下水道協会による製品認証書（写）（第３条第１項のシステムを

設置する場合に限る。）又は適合評価書（写）（第３条第２項のシス

テムを設置する場合に限る。）。  

⑵   維持管理計画書（維持管理計画書には、設置者及びメーカー、維

持管理業者との連絡体制並びに保守点検内容等を明記すること。）  

⑶   維持管理業務委託契約書（写）。ただし、設置者と使用者が異な

るため維持管理業務委託契約が出来ない場合は、維持管理業務委託

契約について（別記様式）を提出する。  



⑷  次に掲げるシステムに係る資料  

ア   装置の概要  

(ｱ) システムのフロー  

(ｲ)  設計概要  

ａ   排水処理槽への流入水質  

ｂ   処理水の水質基準  

ｃ   各単位装置の概要  

イ   排水処理槽容量の算定  

(ｱ)  設計条件  

ａ   処理対象人員の算定  

ｂ   計画流入水量（日平均の汚水量）の算定  

(ｲ)  容量計算結果表（各槽毎の必要容量及び設計容量との対比） 

ウ   構造図  

(ｱ)  排水系統図（台所排水系統及びそれ以外の排水系統が色別  

表示されているもの）  

(ｲ)  排水処理槽の平面図及び断面図（フロー図にある各槽の名  

称及び寸法が記載されているもの）  

２  前項第３号において別記様式を提出した場合は、使用者が維持管理

業務委託契約書（写）を提出するものとする。  

   付  則  

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

  



別 記 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

年    月    日  

稲  沢  市  長  殿  

 

設 置 者  住 所  

氏 名                              

（ 電 話 ）  

 

維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 に つ い て  

下 記 の 建 築 物 に 設 置 す る シ ス テ ム の 維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 に つ い て は 、 設 置

者 と 使 用 者 が 異 な る た め 使 用 者 が 確 定 次 第 、 速 や か に 使 用 者 と 維 持 管 理 業 者 と

契 約 を 締 結 し 、 維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 書 （ 写 ） を 提 出 す る よ う 伝 え ま す 。  

記  

１  建 築 物 の 概 要 （ 名 称 、 住 所 、 戸 数 、 階 数 等 ）  

 

２  設 置 す る シ ス テ ム  

シ ス テ ム 名 称   

認  定  番  号  

認 定 メ ー カ ー  

 

 

 

備 考 １  法 人 の 場 合 は 、事 務 所 の 所 在 地 、名 称 及 び 代 表 者 氏 名 を 記 入 す る こ と 。  

  ２  用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ と す る 。  


